
（表） 

→ご利用の際は交通ルールを遵守ください

（右記 QR コードをご確認ください） 

◎利用者配布用 峡南シェアサイクル利用上の注意事項        

【返却について】                                       

・ 自転車の返却受付時間は営業時間の９：００～１７：００です。 

※冬期営業期間中の１０月、１１月、３月は９：００～１６：００  

・ 営業時間終了後は当日の返却受付が出来ない場合があります。 

・ 利用申込時の返却予定時間を超過した場合は、前払いで払った金額と実際の利用料金との差額をお支払いいただきます。 

・ 営業時間中の返却がなく、返却が翌日となった場合は利用料金に基づき一日毎に３,０００円/台を返却時にお支払いいただきます。 

※２日目以降の利用料金の計算は午前１０時を起算とする 

【返却先について】 

 ・原則、申込書に記載した窓口に返却していただきますが、別の窓口でも返却は可能です。（窓口は裏面） 

【故障について】 

・ 利用期間中に自転車が故障した場合は、お近くの窓口に連絡の上、持ち込んで下さい。持ち込みが不可能な場合は、お近くの窓口までご連絡の上、指

示に従ってください。 

・ 車両故障・損壊など利用者に起因する自転車の故障については、出張費等の修理に関する費用は利用者に弁償金をお支払いいただく場合があります。

また、自転車の鍵等付属品についても同様です。 

・ 協議会の事前の了解なく、利用者自身が自転車を修理した場合の修理代金は協議会で負担しません。 

※ 自転車等の故障によって利用者その他第三者に損害が発生した場合、協議会に故意又は重過失がある場合を除き、協議会は一切責任を負いません。 

【盗難・紛失について】 

 ・ 利用中に自転車の盗難・紛失等にあった場合は、速やかに貸出窓口まで連絡してください。 

 ・ 無施錠のまま放置した等、利用者に起因する盗難・紛失等の場合は、弁償金（協議会が指定する額）をお支払いいただく場合があります。また、自転車

の鍵等付属品についても同様です。 

【事故等について】 

 ・ 利用期間中に事故にあった場合、速やかに警察署への届出等の法令で定められた処置をとるとともに、貸出窓口に事故発生の時間・場所・原因・事故の

状況等を連絡してください。 

・ 利用中に第三者による事故・盗難等にあい、利用者に損害等が発生した場合においても、協議会に故意又は重過失がある場合を除き、協議会は一切の

責任を負いません。なお、事故についての示談等が必要な場合には、自らの責任において行ってください。 

・ 利用申込者以外の者に自転車等の協議会が貸出物を使用させるなどの禁止行為は絶対に行わないでください。 

 ※利用規約の違反により、協議会、又は第三者が被害を被った場合には、利用者に損害賠償を請求することがあります。また、違反により利用者に損害が 

発生した場合は協議会は一切責任を負いません。 



（裏） 
 

◎問い合わせ窓口                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

  


